
青森都市計画地区計画の変更（青森市決定） 

 

都市計画大野南地区計画を次のように変更する。 

名     称 大野南地区計画 

位     置 青森市大字大野字前田、字玉島、大字荒川字藤戸の各一部 

区     域 計画図表示のとおり 

面     積 約 10.1ha 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地 区計画の 

目 標 

 本地区は、本市の中心部から約 3km 南部に位置し、都市計画道路 3・2・3 号外環状線及

び都市計画道路 3・3・7 号中央大通り荒川線に隣接し、沿道サービス施設の立地や住宅地

として、土地利用の促進が期待されている地区である。 

そこで、本地区では、計画的な土地利用の誘導を図ることにより、隣接する既存の土地利

用と整合のとれた合理的な市街地形成を、街づくりの目標とする。 

土地利用の

方 針 

地区全体として、地区計画の目標にふさわしい都市環境を創出するため、地区内のゾーニ

ングを進め、用途の混在を防ぐ。 

都市計画道路 3・2・3 号外環状線沿道は、沿道利用施設の立地を誘導するとともに、背

後地の居住環境に配慮した遮音上効果のある合理的な土地利用を誘導する地区として「沿道

利用促進地区」とする。 

また、「沿道利用促進地区」の背後地にあって、既存の住居専用地域と一体となって良好

な居住環境を形成する地区を「低層住宅地区」とする。 

建築物等の 

整備の方針 

地区全体として、健全で合理的な市街地を形成するため、風俗営業施設等の立地を規制す

る。 

また、ゆとりある良好な都市環境を誘導するため、「沿道利用促進地区」・「低層住宅地区」

ともに、建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度、及び建

築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

 



 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区 

区分 

名称 Ａ（沿道利用促進）地区 Ｂ（低層住宅）地区 

面積 約 5.8ha 
Ｂ―１地区 Ｂ―２地区 

約 3.0ha 約 0.4ha 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 
る 

事 

項 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

 次の各号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

① マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

② カラオケボックスその他これらに類す

るもの 

③ ホテル又は旅館 

④ 住宅又は長屋（ただし、事務所、店舗そ

の他これらに類する用途を兼ねるものを

除く。） 

⑤ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（ただし、事

務所、店舗その他これらに類する用途を兼

ねるものを除く。） 

⑥ 自動車教習所 

⑦ 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎 

⑧ 大規模小売店舗立地法第二条に定める

店舗面積（※注）の合計が、3000 ㎡を超

える建築物 

※注：「大規模小売店舗立地法の解説」経済

産業省商務情報政策局流通産業課による。 

  

建
築
物
の
壁
面
の
位
置
の
制
限 

① 都市計画道路 3･2･3 号外環状線に面す

る建築物の外壁面若しくはこれに代わる

柱の面又は高さ 2ｍを超える門若しくは塀

は、都市計画道路 3･2･3 号外環状線の区域

までの距離を 4ｍ以上とする。 

② Ａ地区北端の市道大野前田6号線に面す

る建築物の外壁面若しくはこれに代わる

柱の面又は高さ 2ｍを超える門若しくは塀

は、Ａ地区北端の市道大野前田 6号線の道

路境界線までの距離を 2.5ｍ以上とする。 

③ 上記①、②以外の道路に面する建築物の

外壁面若しくはこれに代わる柱の面又は

高さ 2ｍを超える門若しくは塀は、道路境

界線までの距離を 1ｍ以上とする。 

 建築物の外壁面

若しくはこれに代

わる柱の面又は高

さ 2ｍを超える門 

若しくは塀は、道路

境界線までの距離

を 1ｍ以上とする。 

 建築物の外壁面

若しくはこれに代

わる柱の面又は高

さ 2ｍを超える門

若しくは塀は、道路

境界線までの距離

を 1ｍ以上とする。 

最
低
限
度 

敷
地
面
積
の 

500 ㎡ 165 ㎡ 

 

又
は
意
匠
の
制
限 

建
築
物
等
の
形
態 

① 建築物の外壁、若しくは外部に面する柱の色彩は、周辺環境に配慮し、周辺と調和 

する色調とする。 

② 敷地内の広告物又は看板（建築物に設置するものを含む。）は、自己の用に供するも 

のに限定するとともに刺激的な装飾を用いることなく、周辺の美観や住環境に配慮し 

たものとする。 



備   考 

１ 当該地区計画の施行の際、上記規定に適合しないこととなる建築物又は建築物の部

分については上記の規定は適用しない。 

２ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の用途の制限又は敷地面積の最

低限度に関する制限を受ける区域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築

物又はその敷地の全部について、敷地の過半が属する区域又は地区の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の壁面の位置の制限又は建築物

等の形態又は意匠の制限を受ける地区又は区域の内外にわたる場合においては、これ

らの規定による制限を受ける地区又は区域内に存するその建築物の部分又はその敷地

の部分についてこれらの規定を適用する。 

４ 法令等により防火上設置が義務付けられている塀等については、地区整備計画によ

る建築物の壁面の位置の制限に関する規定を適用しない。 

５ 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについ

ては、地区整備計画又は一部の適用を除外することができる。 

「区域等は計画図表示のとおり」 

理 由  適正かつ合理的な土地利用を図るため、本案のとおり地区計画を変更するものである。（詳細は、別紙変更 

理由のとおり。） 



青森都市計画地区計画の変更理由 

 

 

○大野南地区計画の変更 

 

大野南地区は、土地所有者等（以下、「地権者」という。）が土地区画整理組合を

設立して地区内の整備を一体的に行う組合施行による土地区画整理事業を行うこ

ととして、平成６年に一部の地権者が発起人となり、青森市大野南地区土地区画整

理組合設立準備委員会を組織し、その後、名称を青森市大野南土地区画整理組合設

立準備会（以下、「準備会」という。）に変更する等し、土地区画整理組合の設立に

向けてこれまで活動してきた経緯がある。 

本市では、こうした地権者による組合施行の土地区画整理事業の機運を踏まえ、

大野南地区の都市基盤整備を計画的に進め、良好な市街地形成が図られるよう、平

成８年に大野南土地区画整理事業の都市計画決定に併せ、大野南地区計画を都市計

画決定した。 

しかしながら、地元の準備会結成から約３０年が経過した現在においても、土地

区画整理組合設立の認可には至っていない。 

こうした状況の中、令和５年３月には、発起人の関係者を含む一部の地権者から

土地区画整理事業の変更（廃止）を求める要望書が本市に提出されたこと等を踏ま

え、本市では、令和５年１１月から１２月にかけて、全ての地権者に対して本事業

に関する意向確認の調査を行ったところ、事業廃止の意向が大半を占め、土地区画

整理組合の設立に必要な要件を満たしていないことが確認されたこと等から、令和

６年４月に地権者を対象とした「大野南地区のまちづくりの方向性に関する説明会」

を開催し、本市としては、土地区画整理事業以外の手法による土地利用の促進を検

討する旨の方針を示したところである。 

大野南土地区画整理事業については、現在においても事業実施に必要な権利者の

同意を得ることが困難な状況にあり、また、今後もこの状況が変わる見込みがなく、

本事業の実現は極めて困難であることから、大野南土地区画整理事業の都市計画の

廃止に伴い、良好な都市環境の形成が図られるよう、大野南地区計画に定めている

建築物の壁面の位置の制限や敷地面積の最低限度などについて、所要の変更を行う

ものである。 



 

旧【変更前】 

 

名   称 大野南地区計画 

位   置 青森市大字大野字前田・玉島、大字荒川字藤戸の各一部 

区   域 計画図表示のとおり 

面   積 約 10.1ha 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の 

目   標 

 本地区は、本市の中心部から約３km 南部に位置し、一般国道７号（青森環状道路）や一

般県道荒川青森停車場線の整備に伴い、沿道サービス施設の立地や住宅地としての需要など

都市的土地利用への転換の要望の非常に高い地区である。 

そこで、本地区では、組合施行土地区画整理事業により創出される良好な宅地について、

現代社会における多様な都市需要に対応できるよう、計画的かつきめ細かな土地利用の誘導

に努めることによる、周辺土地利用と整合のとれた合理的な市街地形成を、街づくりの目標

とする。 

土地利用の 

方   針 

 地区全体として、地区の街づくりの方針にふさわしい都市環境を創出するため、地区内の

ゾーニングを進め、用途の混在を防ぐ。 

隣接する既存の住居専用地域との調和を図りつつ、一般国道７号（青森環状道路）及び一

般県道荒川青森停車場線沿いにおける現況及び将来における交通環境に配慮し、沿道利用施

設の立地を積極的に誘導することによって、遮音上効果のある合理的な土地利用を誘導する

街区を『沿道利用ゾーン』とする。 

また、『沿道利用ゾーン』の背後地にあって、既存の住居専用地域と一体的に良好な居住

環境を形成する街区を『低層住宅ゾーン』とする。 

建築物等の 

整備の方針 

地区全体として、健全で合理的な市街地整備を進めるため、風俗関連施設等の立地を制限

する。 

① 『沿道利用ゾーン』については、基盤整備事業により創出される一体的な商業・業務用

地を利活用するため、敷地面積の最低限度を定めるとともに、住宅の建築を制限すること

による機能的な土地利用の増進に努め、合わせて、建築物の壁面を位置など建築物の形態

について一定の制限を設けるなど、後背地の『低層住宅ゾーン』と一体的な緑豊かな幹線

道路の沿道にふさわしい都市空間の創出に努める｡ 

② 『低層住宅ゾーン』については、本市の自然環境を考慮し、冬期積雪時にあってもあず

ましい住環境を創出するため、一定の敷地規模（200 ㎡以上）の確保に努める外、壁面の

位置を定め、真に豊かで潤いのある空間の形成に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表 
 

新【変更後】 

赤字アンダーライン：変更（追加）箇所 

名   称 大野南地区計画 

位   置 青森市大字大野字前田、字玉島、大字荒川字藤戸の各一部 

区   域 計画図表示のとおり 

面   積 約 10.1ha 

区
域
の
整
備

・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の 

目   標 

 本地区は、本市の中心部から約 3km 南部に位置し、都市計画道路 3・2・3 号外環状線及び

都市計画道路 3・3・7 号中央大通り荒川線に隣接し、沿道サービス施設の立地や住宅地とし

て、土地利用の促進が期待されている地区である。 

そこで、本地区では、計画的な土地利用の誘導を図ることにより、隣接する既存の土地利

用と整合のとれた合理的な市街地形成を、街づくりの目標とする。 

土地利用の 

方   針 

地区全体として、地区計画の目標にふさわしい都市環境を創出するため、地区内のゾーニ

ングを進め、用途の混在を防ぐ。 

都市計画道路 3・2・3 号外環状線沿道は、沿道利用施設の立地を誘導するとともに、背

後地の居住環境に配慮した遮音上効果のある合理的な土地利用を誘導する地区として「沿道

利用促進地区」とする。 

また、「沿道利用促進地区」の背後地にあって、既存の住居専用地域と一体となって良好

な居住環境を形成する地区を「低層住宅地区」とする。 

建築物等の 

整備の方針 

地区全体として、健全で合理的な市街地を形成するため、風俗営業施設等の立地を規制す

る。 

また、ゆとりある良好な都市環境を誘導するため、「沿道利用促進地区」・「低層住宅地区」

ともに、建築物等の用途の制限、建築物の壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度、及び建

築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

旧【変更前】 

 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区

区分 

名称 Ａ（沿道利用促進）地区 
Ｂ（低層住宅保全）地区 

Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 

面積 約 5.8ha 約 3.0ha 約 0.4ha 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

次の各号に掲げる建築物は、建築しては

ならない。 

① マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その他こ

れらに類するもの 

② カラオケボックスその他これらに類す

るもの 

③ ホテル又は旅館 

④ 住宅又は長屋（ただし、事務所、店舗

その他これらに類する用途を兼ねるもの

を除く。） 

⑤ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（ただし、

事務所、店舗その他これらに類する用途を

兼ねるものを除く。） 

⑥ 自動車教習所 

⑦ 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎 

  

建
築
物
の
壁
面
の
位
置
の
制
限 

① 都市計画道路 3･2･3 号外環状線に面す

る建築物の外壁面若しくはこれに代わ

る柱の面又は高さ 2ｍを超える門若しく

は塀は、都市計画道路 3･2･3 号外環状線

の区域までの距離を 4ｍ以上とする。 

② Ｂ地区（低層住宅ゾーン）及びＡ地区

北端の道路に面する建築物の外壁面若

しくはこれに代わる柱の面又は高さ 2m 

を超える門若しくは塀は、B 地区と接す

る道路境界線及びＡ地区北端の道路境

界線までの距離を 2.5ｍ以上とする。 

③ ①、②以外の建築物の外壁面若しくは

これに代わる柱の面又は高さ 2ｍを超え

る門若しくは塀は、道路境界線までの距

離を 1ｍ以上とする。 

建築物の外壁面若

しくはこれに代わる

柱の面又は高さ2ｍを

超える門若しくは塀

は、道路境界線までの

距離を 1ｍ以上とす

る。 

建築物の外壁面若

しくはこれに代わる

柱の面又は高さ2ｍを

超える門若しくは塀

は、道路境界線までの

距離を 1ｍ以上とす

る。 

最
低
限
度 

敷
地
面
積
の 

500 ㎡ 200 ㎡ 

 

又
は
意
匠
の
制
限 

建
築
物
等
の
形
態 

建築物の外壁、若しくは外部に面する柱の色彩は、周辺環境に配慮し、原色の使用を避

けるなど周辺と調和した落ち着きのある色調とする。 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表 
 

新【変更後】 

赤字アンダーライン：変更（追加）箇所 

地 

区 

整 

備 

計 

画 

地区

区分 

名称 Ａ（沿道利用促進）地区 
Ｂ（低層住宅）地区 

Ｂ－１地区 Ｂ－２地区 

面積 約 5.8ha 約 3.0ha 約 0.4ha 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 
る 

事 

項 

建
築
物
等
の
用
途
の
制
限 

 次の各号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

① マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝

馬投票券発売所、場外車券売場その他これ

らに類するもの 

② カラオケボックスその他これらに類す

るもの 

③ ホテル又は旅館 

④ 住宅又は長屋（ただし、事務所、店舗そ

の他これらに類する用途を兼ねるものを

除く。） 

⑤ 共同住宅、寄宿舎又は下宿（ただし、事

務所、店舗その他これらに類する用途を兼

ねるものを除く。） 

⑥ 自動車教習所 

⑦ 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎 

⑧ 大規模小売店舗立地法第二条に定める

店舗面積（※注）の合計が、3000 ㎡を超

える建築物 

※注：「大規模小売店舗立地法の解説」経済

産業省商務情報政策局流通産業課による。 

  

建
築
物
の
壁
面
の
位
置
の
制
限 

① 都市計画道路 3･2･3 号外環状線に面す

る建築物の外壁面若しくはこれに代わる

柱の面又は高さ2ｍを超える門若しくは塀

は、都市計画道路 3･2･3 号外環状線の区

域までの距離を 4ｍ以上とする。 

② Ａ地区北端の市道大野前田 6 号線に面

する建築物の外壁面若しくはこれに代わ

る柱の面又は高さ2ｍを超える門若しくは

塀は、Ａ地区北端の市道大野前田 6号線の

道路境界線までの距離を 2.5ｍ以上とす

る。 

③ 上記①、②以外の道路に面する建築物の

外壁面若しくはこれに代わる柱の面又は

高さ 2ｍを超える門若しくは塀は、道路境

界線までの距離を 1ｍ以上とする。 

 建築物の外壁面若

しくはこれに代わる

柱の面又は高さ2ｍを

超える門 若しくは塀

は、道路境界線までの

距離を 1ｍ以上とす

る。 

 建築物の外壁面若

しくはこれに代わる

柱の面又は高さ2ｍを

超える門若しくは塀

は、道路境界線までの

距離を 1ｍ以上とす

る。 

最
低
限
度 

敷
地
面
積
の 

500 ㎡ 165 ㎡ 

 

又
は
意
匠
の
制
限 

建
築
物
等
の
形
態 

① 建築物の外壁、若しくは外部に面する柱の色彩は、周辺環境に配慮し、周辺と調和 

する色調とする。 

② 敷地内の広告物又は看板（建築物に設置するものを含む。）は、自己の用に供するも 

のに限定するとともに刺激的な装飾を用いることなく、周辺の美観や住環境に配慮し 

たものとする。 



 

旧【変更前】 

 

備   考 

１ 当該地区計画の施行の際、上記規定に適合しないこととなる建築物又は建築物の部分に

ついては上記の規定は適用しない。 

２ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の用途の制限又は敷地面積の最低限

度に関する制限を受ける区域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築物又はそ

の敷地の全部について、敷地の過半が属する区域又は地区の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の壁面の位置の制限を受ける地区又

は区域の内外にわたる場合においては、これらの規定による制限を受ける地区又は区域内

に存するその建築物の部分又はその敷地の部分についてこれらの規定を適用する。 

４ 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについては、

地区整備計画又は一部の適用を除外することができる。 

「区域は計画図表示のとおり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新旧対照表 
 

新【変更後】 

赤字アンダーライン：変更（追加）箇所  

備   考 

１ 当該地区計画の施行の際、上記規定に適合しないこととなる建築物又は建築物の部分に

ついては上記の規定は適用しない。 

２ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の用途の制限又は敷地面積の最低

限度に関する制限を受ける区域又は地区の内外にわたる場合においては、その建築物又は

その敷地の全部について、敷地の過半が属する区域又は地区の規定を適用する。 

３ 建築物の敷地が地区整備計画の規定による建築物等の壁面の位置の制限又は建築物等

の形態又は意匠の制限を受ける地区又は区域の内外にわたる場合においては、これらの規

定による制限を受ける地区又は区域内に存するその建築物の部分又はその敷地の部分に

ついてこれらの規定を適用する。 

４ 法令等により防火上設置が義務付けられている塀等については、地区整備計画による建

築物の壁面の位置の制限に関する規定を適用しない。 

５ 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めたものについて

は、地区整備計画又は一部の適用を除外することができる。 

「区域等は計画図表示のとおり」 

 





名　　　称

図面種別

縮　　　尺

葉  の  内

図　　面　　番　　号

青　　　森　　　市

計　画　図

S=1：2500（A1）

大野南地区計画の変更

Ｎ青森都市計画地区計画の変更（青森市決定）　計画図

凡　　　例

廃　止

地区計画区域

西大野三丁目

西大野五丁目

西大野四丁目

大字大野字若宮

大字大野字前田

大字大野字玉島

大字大野字今井

大字荒川字藤戸

東大野一丁目

東大野二丁目

大字荒川字鳴瀬

都市計画道路3・2・3号　外環状線

都

市

計

画

道

路

3

・

3

・

7

号　

中

央

大

通

り

荒

川

線

市道　大野前田6号線



Ｎ大野南地区計画　計画図

凡　　　例

Ｂ地区（Ｂ-１地区）

Ａ地区

Ｂ地区（Ｂ-２地区）

都市計画道路3・2・3号

に面する区域

市道大野前田6号線

に面する区域

地区計画区域

都市計画道路3・2・3号　外環状線

都

市

計

画

道

路

3

・

3

・

7

号　

中

央

大

通

り

荒

川

線

市道　大野前田6号線

西大野三丁目

西大野五丁目

西大野四丁目

大字大野字前田

大字大野字玉島

大字荒川字藤戸

東大野二丁目

大字大野字若宮

名　　　称

図面種別

縮　　　尺

葉  の  内

図　　面　　番　　号

青　　　森　　　市

計　画　図

S=1：1500（A1）

大野南地区計画の変更

Ａ地区

Ｂ地区（Ｂ－２地区）

Ｂ地区（Ｂ－１地区）


